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２４．修学支援組織

１．学 科 長

学科長は各学科を代表する教員であり各学科のすべての関係事項について責任をもっています。

学生は，退学，休学，身上異動，単位修得，就職等，学生生活全般において，学科長の指示を受

けることができます。

平成２４年度学科長

数 学 科 筧 知之 教授

物 理 学 科 野原 実 教授

化 学 科 門田 功 教授

生 物 学 科 富岡 憲治 教授

地球科学科 千葉 仁 教授

２．担任教員

学生は学科長と同様に担任教員（４年次にあっては，課題研究指導教員）の助言・指導を受ける

ことができます。

なお，学生は各自の考えによって担任教員以外のどの教員の助言・指導を受けてもかまいません。

平成２４年度入学生 担任教員

数 学 科 大下 承民 准教授

物 理 学 科 村岡 祐治 准教授

化 学 科 唐 健 准教授

生 物 学 科 竹内 栄 准教授

地球科学科 中村 大輔 准教授

３．保健管理センター

岡山大学には，体調が悪くなったときや，怪我をしたときの応急手当などの受診ができる保健管理セ

ンターという附属機関が設けられています。保健管理センターは診療所の登録をしている医療機関で，

内科・精神科の医師，保健師，看護師，臨床心理士，栄養士，検査技師などが常駐しており，学校

医（皮膚科，耳鼻科，婦人科，整形外科，歯科）の協力もあり，健康診断のほかに，「からだ」や

「こころ」の健康相談なども行っています。岡山大学の学生は，無料で利用することができます。

大学生活を楽しく健やかに過ごすために，ぜひご利用ください。

４．学生支援センター学生相談室

学生相談室では，専任教員やカウンセラー，相談協力委員の教員，ピアサポーター（学生ボランティ

ア）が，心の悩みや葛藤の相談に応じています。

津島キャンパスには以下の相談窓口があります。安心してご利用ください。

学生相談室 （一般教育棟Ｃ棟１階 086-251-7169）E-mail：nayami@cc.okayama-u.ac.jp
何でも相談窓口 （一般教育棟Ａ棟２階 086-251-7182）

　測量士補は測量法によって定められた国家資格であり，基本測量又は公共測量に従事
する作業を行うために必要となります。平成１６年度以降入学の理学部地球科学科卒業生
は，測量士補の資格が取得できます。

　測量士補の資格取得には，以下の科目から４０単位以上を修得して，地球科学科を卒業する
ことが要件となります。

授業科目 単位数

現代地球科学Ⅰ 2 ○

現代地球科学Ⅱ 2 ○

基礎地球科学実習 1 ○

地球情報処理論 2 ○

基礎微分積分学Ⅰ 2 ○

基礎微分積分学Ⅱ 2 ○

現代数学要論Ⅰ 2 ○

現代数学要論Ⅱ 2 ○

基礎物理学Ⅰ 2 ○

基礎物理学Ⅱ 2 ○

基礎物理学実験 1 ○

★ 地質図学実験 1 ○

顕微鏡岩石学実験Ⅰ 1 ○

顕微鏡岩石学実験Ⅱ 1 ○

地球物理学実験 1 ○

★ 測量地理情報学実習 1 ○

基礎岩石学 2 ○

地球発達史 2 ○

固体地球物理学 2 ○

地球化学熱力学 2 ○

大気物質循環論 2 ○

地球惑星内部物理学 2 ○

変成論 2 ○

地球物質反応論 2 ○

地球内部物性論 2 ○

地震波動論 2 ○

大気物理学 2 ○

火成論 2 ○

地球変動論 2 ○

★ 地形学 2 ○

★ 地球統計学 2 ○

地球流体力学 2 ○

地質調査法実習 4 ○

地球物理学演習 1 ○

地球科学巡検Ａ 1 ○

地球科学巡検Ｂ 1 ○

地球科学巡検Ｃ 1 ○

　ただし，測量士補となるには，国土交通省国土地理院に登録申請を行うことが必要です。
　※測量士補の登録手続については，国土地理院にご確認ください。

      国土交通省国土地理院ホームページＵＲＬ：  http://www.gsi.go.jp

要件単位数

40

★の科目は必ず修得すること。

２３．測量士補の資格について



− 60 − − 61 −

種　　別 摘　　　　　　要 受付窓口

学生証の発行及び
再 発 行 　破損，紛失した場合は速やかに届出て，再発行の手続きをすること。 学務企画課

公 欠 ・ 休 講 等

気象警報・忌引き・感染症罹患などの場合の授業等の取扱い（公欠，
休講）については，岡山大学公式ホームページにてご確認ください。
　　　http://www.okayama-u.ac.jp/index.html
  　　　⇒在学生・保護者の方 ⇒大学におけるルール

休 学 願

　２か月以上修学できない場合，所定の用紙にて手続すること。
その際，指導（担任）教員および学科長の許可が必要。
病気の場合は医師の診断書を添付すること。
　なお，授業料の納入義務の発生の関係で，前期の始めから休学する場
合は３月，後期の始めから休学する場合は９月までに手続をとること。

復 学 願
　休学を許可された後，休学期間終了前に復学する場合は，所定の用紙
にて手続すること。その際，指導（担任）教員および学科長の許可が必
要。病気回復の場合は医師の診断書を添付すること。

退 学 願
　所定の用紙にて手続すること。その際，指導（担任）教員および学科
長の許可が必要。

住 所 等 変 更 届 　住所・氏名等に変更がある場合は，理学部事務室に届出ること。

【証明書・学割発行機で，学生各自で発行可能なもの】
　在学証明書
　成績証明書
　卒業見込証明書
    健康診断証明書
　学校学生生徒旅客運賃割引証（学割）

【理学部事務室教務学生担当窓口で申請が必要なもの】
　学力に関する証明書等その他の証明書

駐 車 許 可 証 　Ｐ●の「27．理学部構内の交通安全のルールについて」を参照。

通学定期乗車券発行控

JR各社及び岡山県内の私鉄利用の場合，「通学証明書」に代わる「通
学定期乗車券発行控」の交付を受け、交通機関の乗車券販売窓口へ学生
証と同時に提示し、購入して下さい。複数の交通機関を利用する場合
は、会社毎に「通学定期乗車券発行控」が必要です。

学生支援課

授 業 料 免 除
奨 学 金

　詳細は，岡山大学公式ホームページにてご確認ください。
　　　http://www.okayama-u.ac.jp/index.html
  　　　⇒在学生・保護者の方 ⇒授業料・学生支援・保険

学生支援課

授 業 料 の 納 入
入学初年度のみ前期分については振込となります。
後期以降は，預金口座振替（届出口座からの指定日自動引落）による納
入となります。

自然系会計課

（受付窓口）

理学部事務室 ：　理学部１号館1階

学務企画課 ：　一般教育棟Ａ棟2階学務部

学生支援課 ：　一般教育棟Ａ棟2階学務部

自然系会計課 ：　工学部１号館1階

諸 証 明 書 の 発 行

理学部事務室

２５．学生心得及び諸手続

１．学生心得

１）学則等諸規則

本学の学生として学則等諸規則に従い，学生としての本分に反する行為のないようにしてくだ

さい。

２）学生証

学生証は，身分を証明するものですから，常に携行してください。なお，学生証を汚損，紛失

した場合は，速やかに学務部学務企画課学務企画グループ（一般教育棟Ａ棟２階）に願い出て所

定の手続を行い，再交付を受けてください。（諸手続参照）

３）身上異動

氏名の改姓，その他一身上に異動があった場合（たとえば父母の死亡，家計支持者の住所の変

更など）は，速やかに理学部事務室へ申し出てください。

４）掲示

理学部学生の皆さんに対する教務学生関係の伝達は，緊急の場合を除き，すべて理学部事務室

の掲示板で行います。したがって，いったん掲示した事項については皆さんに周知したものとし

て処理します。掲示板は毎日授業の前後に必ず確認するよう心掛けてください。掲示を見落とし

たことにより，修学に支障をきたすことが生じ，皆さん自身に著しく不利になることがあります。

例えば，奨学金，授業料免除等大学生活に直接影響する事項はもちろん，単位修得，卒業，就

職等すべてに影響します。掲示を見落としたことを理由に責任を免れることはできません。

また，お友達が怪我や病気，教育実習，課外活動，就職試験等のために掲示板を見ることがで

きない場合は，代わりに掲示板に注意し，関係する事項があれば教えてあげるなど助け合うよう

にしましょう。

５）学生教育研究災害傷害保険

この保険制度は，皆さんが通学途中，大学における正課中や各種の学校行事中，あるいは課外

活動中に不慮の事故により身体に傷害を被ったとき，その傷害の程度に応じて保険金が支払われ

る全国的な規模の保険制度です。また，この保険の加入者は，インターンシップ・介護等体験

活動・ボランティア活動賠償責任保険にも加入することができ，これらの活動を行う際に他人に

怪我をさせたり，他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償に対処することができ

ます。

特に，理学部では実験実習を伴う教育を行っていることもあり，比較的安い保険料で加入でき

るこの保険に加入することを入学時に勧めています。この保険に加入できる対象は，学部学生，

大学院学生，研究生，科目等履修生，外国人留学生です。

なお，保険内容等の詳細については，学務部学生支援課にてご確認ください。

２．諸手続等の案内

学生生活の間に，必要とされる幾つかの手続について，次ページに内容を紹介しておきますので，

一身上に異動等が発生した場合にはなるべく早めにこれにしたがって手続をとってください。
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２６．事 務 分 掌

◆理学部事務室教務学生担当

科目履修，単位修得に関すること。

休学，退学，除籍等に関すること。

再受験，再入学，学士入学，転学科，転学部に関すること。

入学，卒業，修了に関すること。

授業，試験，時間割に関すること。

講義室に関すること。

教育実習，教育職員免許状他各種資格に関すること。

卒業，修了予定者の就職に関すること。

各種証明書に関すること。

外国人留学生に関すること。

集中講義に関すること。

単位互換，公開臨海実習に関すること。

掲示に関すること。

厚生補導に関すること。

研究生，科目等履修生，特別聴講学生に関すること。

大学院に関すること。

その他学生に関すること。

◆自然系研究科等事務部会計課経理グループ（工学部１階）

授業料に関すること

◆学務部学務企画課学務企画グループ（一般教育棟Ａ棟２階）

学生証に関すること

◆学務部学務企画課教養教育グループ（一般教育棟Ａ棟２階）

教養教育科目に関すること

◆学務部学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）

入学料，授業料の免除に関すること。

奨学金に関すること。

学生教育研究災害傷害保険に関すること

学割証明書に関すること。

通学定期乗車券発行控に関すること

身上異動（休学や退学）の手続きについて

一身上の都合や進路の悩み等で休学・退学を考えられている場合は，早めに，担任（指導）教員又は理学部事務室教務学生担当に相
談してください。

１ 願い出の時期について

休学・退学は，学則第３３条～第３６条（大学院学則第３０条～第３４条）により，願い出が許可されなければ認められません。
このため，原則として休学・退学をしようとする１か月前までに，「休学（退学）願」を理学部事務室教務学生担当へ提出すること

が必要です。

２ 休学・退学許可月による授業料について

（１）休学の場合

ア 休学が学期の始め（４月１日又は１０月１日）から認められている場合は，休学開始の月から復学する月の前月分までの授業
料は，免除されます。【下図例１及び例２参照】

例１） 休学手続 休 学 許 可 期 間

～３月まで ４月 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

授 業 料 は 免 除 さ れ ま す

例２） 休学手続 休 学 許 可 期 間

～９月まで ４月 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

授 業 料 は 免 除 さ れ ま す

イ 前期では５月１日，後期では１１月１日から，その学期中休学する場合は，授業料１か月分が必要で，残り５か月分の授業料
は免除されます。【下図例３及び例４参照】

なお，預金口座からの振替又は授業料請求書による振込の関係においては，次の①～③のとおり注意が必要です。

例３） 休学手続 口座振替又は 休 学 許 可 期 間
振込前まで

４月 ４月 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

１カ月分必要 授 業 料 は 免 除 さ れ ま す

5 月 1 日

例４） 休学手続 口座振替又は 休 学 許 可 期 間
振込前まで

１０月 ４月 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

１カ月分必要 授業料は免除されます

11 月 1 日

① 授業料の預金口座振替日（平成２４年度…前期４月２５日，後期１０月２５日）にご注意ください。
休学をお考えの方は，保護者（学資負担者）とよくご相談の上，預金口座への入金を保留していただくか，もし，入金され

ている場合は，預金の引出又は引落停止の手続をしていただきますよう，お願いします。
（授業料請求書による振込の場合には，振込を保留していただきますよう，お願いします。）

② 休学手続時において，預金口座からの振替（授業料請求書による振込）により，当該学期の授業料を既にお支払いいただい
ている場合は，返還できませんので，ご注意ください。

③ ５月以降又は１１月以降に当該学期の休学手続をされる場合は，その学期の授業料は，全額必要となります。

（２） 退学の場合

退学されようとする日の属する学期の授業料について，全額（前期中の退学であれば前期分を，後期中の退学であれば後期分（前
期分が未納であれば前期分を含む））をお支払いいただきます。

授業料未納のままに退学はできません。この場合，学則第３８条第５号（大学院学則第３４条）により除籍となります。

【注意】 授業料免除を申請されている場合や上図以外の期間に休学する場合等，状況により取扱いが異なることがありますので，理
学部事務室教務学生担当にお問い合わせください。

３ その他の手続きについて

休学又は退学をされる時には，奨学金の貸与を受けている場合の異動手続，学生教育研究災害傷害保険（学研災）の返金手続な
どが必要な場合がありますので，理学部事務室教務学生担当又は学務部学生支援課にお問い合わせください。
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２６．事 務 分 掌

◆理学部事務室教務学生担当

科目履修，単位修得に関すること。

休学，退学，除籍等に関すること。

再受験，再入学，学士入学，転学科，転学部に関すること。

入学，卒業，修了に関すること。

授業，試験，時間割に関すること。

講義室に関すること。

教育実習，教育職員免許状他各種資格に関すること。

卒業，修了予定者の就職に関すること。

各種証明書に関すること。

外国人留学生に関すること。

集中講義に関すること。

単位互換，公開臨海実習に関すること。

掲示に関すること。

厚生補導に関すること。

研究生，科目等履修生，特別聴講学生に関すること。

大学院に関すること。

その他学生に関すること。

◆自然系研究科等事務部会計課経理グループ（工学部１階）

授業料に関すること

◆学務部学務企画課学務企画グループ（一般教育棟Ａ棟２階）

学生証に関すること

◆学務部学務企画課教養教育グループ（一般教育棟Ａ棟２階）

教養教育科目に関すること

◆学務部学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）

入学料，授業料の免除に関すること。

奨学金に関すること。

学生教育研究災害傷害保険に関すること

学割証明書に関すること。

通学定期乗車券発行控に関すること
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２８． 職 員 名 簿

職 名 等 氏 名 研 究 室 等 内線番号

学 部 長（理博） 髙 橋 純 夫 学部長室（１号館Ｂ１２７） ７７６０

教 授（博（数理科学）） 中 村 博 昭 ２号館Ｃ４０２ ７７８８

〃 （理博） 吉 野 雄 二 〃 Ｃ４０３ ７７９１

〃 （ 〃 ） 山 田 裕 史 １号館Ａ２０３ ７７８４

准 教 授（博（理）） 鈴 木 武 史 〃 Ａ３０１ ７７８５

助 教（博（数理科学）） 石 川 佳 弘 〃 Ａ２０２ ７７８３

教 授（博（理）） 筧 知 之 １号館Ａ２０６ ７７９２

〃 （理博） 清 原 一 吉 ２号館Ｃ３０３ ７７９５

〃 （ 〃 ） 島 川 和 久 〃 Ｃ３０４ ７７９６

准 教 授（博（理）） 藤 森 祥 一 １号館Ａ２０７ ７７９３

〃 （ 〃 ） 鳥 居 猛 〃 Ｂ３０９ ７７９４

教 授（理博） 田 村 英 男 ２号館Ｃ４０６ ７７９８

〃 （ 〃 ） 廣 川 真 男 〃 Ｃ４０７ ７７９９

准 教 授（博（数理科学）） 大 下 承 民 １号館Ａ３０２ ７７８６

〃 （ 〃 ） 河 備 浩 司 〃 Ａ３０９ ７７８７

教 授（学術博） 田 中 克 己 ２号館Ｄ３０２ ７７９０

事務補佐員 岸 本 道 子 １号館Ｂ３０３－１ ７８０１

【駐車許可】

岡山大学津島キャンパスの職員・学生用駐車場は，許可を受けた車両のみ駐車することができます。

【駐車許可の申請】

申請資格・申請期間・手続方法・駐車料金については

岡山大学公式ホームページ（在学生・保護者の方⇒駐車許可関係）にてご確認ください。

なお，本学が定めた基準を満たした対象者のみ申請することができます。

【駐車許可証の種類】

主な種類 許可された期間内での駐車可能時間帯など

一般 駐車許可証 24時間駐車可能

休日 駐車許可証 土日祝および12/29～1/3のみ24時間駐車可能

夜間 駐車許可証 17時～翌朝7時のみ駐車可能

その他，特別駐車許可証・臨時駐車許可証がありますが，これは特殊な事情・事由により，

特に必要と承認された場合のみ申請・許可されるものです。

【制限速度】

キャンパスにおける車両の制限速度は，時速20kmです。歩行者優先，安全運転を心がけましょう。

２７．理学部構内の交通安全のルールについて

岡山大学津島地区では，教育と研究の場にふさわしい静かな環境と，キャンパス内すべての

人々の安全を守るために，キャンパス内での交通安全のルールを定めています。

自動車・自動二輪車・原動機付自転車での通学について

キャンパスにおける車両の制限速度は，時速20kmです。歩行者優先，安全運転を心がけましょう。

【キャンパス内での移動禁止】

原則として，登下校時の 門　　駐車場の移動以外に，キャンパス内での施設間移動に車両を使用することは，

特別の事情がある場合を除き，認められていません。

【駐車場の使用】

職員・学生用 に指定された 自動車駐車場・自動二輪車駐輪場 を利用してください。

利用できる駐車場の場所は，最新の 津島キャンパス交通規制地図 を掲示にてご確認ください。

特別な事情のない限り，外来者用駐車場・障害者用駐車場 の利用はご遠慮ください。

なお，キャンパス内では，安全確保のために 通行禁止区域 が設けられています。

駐車する場合は，あらかじめ入場門から駐車場までの 通行可能通路 を確認しておきましょう。

キャンパス内の車道は，すべて消防車・救急車の進入通路であり，歩行者も含め交通量が多く危険なため

たとえ一時的であっても，絶対に車道に駐車しないでください。

【規則違反について】

駐車許可のない車両や駐車禁止区域に駐車・駐輪している車両については，パーキングロック され，

厳しい指導を受けることになります。

また，危険速度での走行，飲酒運転など学生としてあるまじき行為をした者は，学則に照らして

厳しい処分を行うことがあります。

自転車で通学する場合は，マナーを守って，必ず所定の駐輪場に整列して駐輪してください。

建物間の通路や入口付近などは，歩行者の迷惑となりますので駐輪してはいけません。

放置自転車については，警告しても改善されない場合は撤去します。

自動車・自動二輪車・原動機付自転車での通学について

自転車での通学について
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